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国際会計ネットワークUHYインターナショナルの新しい調

査によると、G7諸国の150万米ドルの高所得者は、BRICエ

コノミーのそれよりも60%以上の所得税を支払っている。

G7で年収150万米ドルを稼ぐ個人の場合、BRIC諸国では

446,883米ドル(実効税率29.8%)に比べ、平均719,751米ド

ル(実効税率47.9%)を支払っている。UHYによれば、G7諸国

は、彼らの税制が裕福な個人のために競争力を失い、彼ら

が彼らと一緒に仕事と経済成長を取って、より低税の管轄

に彼らのビジネスを移転しようとしている場合、実質的な

税収を失うリスクがあるという。フランス、カナダ、米国、

英国を含むG7諸国は、最近、金融危機後に課された最高税

率帯を削減または撤回する措置を講じている。例えば、

2014年のフランスの45.8%(1.5m収入)は、現在の40.0%より

も大幅に高かった。2014年、フランス政府はまた、100万

ユーロを超える所得に対する同国の75%の限界率を廃止す

ることを決定した。 

新しい英国首相、ボリス・ジョンソン氏は、保守党党首の

選挙運動中に、40%の所得税の基準値を50,000 GBPから

80,000 GBPに引き上げることによって、より高い所得者の

ための税金を削減すると言った。G7とBRIC諸国以外で、他

の新興国は、高所得者に最も寛大な税制の一部を提供し続

けている**。例えばナイジェリアとパキスタンでは、150

万米ドルを稼ぐ人は、それぞれ19%と25%の所得税を支払う。

調査対象国の中で、ロシアは最も低い所得税率を持ち、高

所得者を含むすべての納税者が13%の所得税を支払ってい

る。デンマークは所得の半分以上(全体の53.2%)を稼ぐ個

人に課税し、日本、オランダ、カナダ、アイルランドと続

く30カ国の中で最も高いランクを付けている。 

デンマークの高い税金は、高等教育と医療がすべての市民

のために無料であるデンマークの福祉システムの支払い

に使用される。デンマークの福祉モデルは、また、育児休

暇の長い期間(最大52週間)と安価な保育施設を若い家族

に提供している。UHYは、デンマークの従業員の所得税負

担が高いもう一つの理由は、社会保障費の大半が,雇用主

ではなく従業員が負担しているからだという。スウェーデ

ンやフランスなどの他の国では、社会保障費負担の多くが

雇用主に移される。 

低所得納税者 

25,000米ドルを稼ぐ低所得の納税者においては、G7とBRIC

諸国の間で支払われる税額の間にほとんど違いはない。G7

諸国で25,000米ドルを稼ぐ納税者は、BRIC経済の労働者の

16.4%と比較して、所得に対して16.5%の所得税を支払うこ

とになろう。新興国は25,000米ドルの所得に対して平均

23.5%の税率を、G7の平均16.5%、ヨーロッパの平均19.2%

をはるかに上回る**。これは、BRICエコノミーの平均生活

費がG7と比較して低い値を反映している。しかし、一部の

新興国では、成長に伴い低所得者に対する所得税率の引き

下げに向けて動いている兆候がある。例えば、中国では、

25,000米ドルを稼ぐ個人の実効レートは、過去5年間で大

幅に引き下げられており、UHYが最後に所得の課税を検討

した時、25,000米ドルを稼ぐ個人の税率は、今日のわずか

5.1%に比べて10.8%であった。UHYインターナショナルのリ

ック・デイビッド会長は、「G7諸国に居住するトップの所

得者に対する税金は、金融危機後の変化から若干緩和され

た」。と述べた。「多くの西欧諸国政府は、他の発展途上

国の管轄区域の税率が低いため、多くの国が最高税率を引

き下げる措置を講じているため、その管轄区域が競争力を

失う可能性があることを依然として懸念している」。「し

かし、発展途上国が成熟し、中産階級が拡大するにつれて、

政府は公共サービスに対する需要の増大に応じて、より高

い所得者に対する限界税率を引き上げることを決定する

かもしれない。 

これは、徐々により高い所得と低所得層に課税しているイ

ンドや中国などのアジア諸国で起こり始めている。「時間

が経つにつれて、発展途上国の人口が豊かになるにつれて、

G7とBRIC諸国の間のこの税格差は減少する可能性がある」。 

G7諸国の高額所得者の所得税率は 

BRICsの1.6倍 
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■ 政府に対する税額の割合でランク付け 
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25,000 米ドルを稼ぐ低所得の納税者の場合、G7 と BRIC の国平均の間で支払われる税額の間にほと

んど違いはない 
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本文は、UHY hacker young事務所が行った調査結果を抄訳したもの

です。ご質問やご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせく

ださい。 

 

 

   コンタクト 
 

ＵＨＹ税理士法人  

富田 直也 – パートナー 

Email: tomita.tax@uhy-tokyo.or.jp 

 

〒107-0052 東京都港区赤坂 7-3-37 プラース・カナダ 3F  

Tel: +81 3 5410 1393 / Fax: +81 50 3156 3592 

Website: http://www.uhy-tokyo.or.jp/uhy-tax 

 

* UHY は、国際ネットワークを通じて 30 カ国の税務デー

タを調査した。この調査では、個人税と社会保障の拠出

額を考慮して、低賃金(25,000米ドル)、中間(250,000米

ドル)、高所得労働者(150 万米ドル)の「手取り給与」を

取り込んだ。 計算は、子供を持たない単一の未婚の納税

者に基づいている。 

 

** 調査対象の新興国は、ロシア、中国、ルーマニア、ザ

ンビア、ウルグアイ、インド、ベトナム、フィリピン、

ポーランド、アルゼンチン、パキスタン、ナイジェリア

を含む。 


